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１．MetaによるLimitless買収①

⚫ 「私たちはあなたのデータを販売したり、広
告のために使用したりすることは決してあり
ません」の削除
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（１）旧版（2025年3月） （２）新版（2025年12月）買収後



１．MetaによるLimitless買収②

⚫ 継続利用するには、新版ポリシーへの同意が必要
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２．ステークホルダーとしての消費者

⚫ 企業結合審査ガイドブック（2025年、公取委）
⚫ 企業結合による、品質低下や価格高騰がもたらされ、
「消費者の不利益」が生じる（7頁）

⚫ 「市場競争が無くなることで、A社、B社が競争のため
にそれぞれ凝らしていた創意工夫が失われたり、消費
者の不利益が生じる可能性があります」（7頁）

⚫ 企業結合によって消費者が悪影響を受ける
⚫ どのような悪影響か

⚫ それは競争法の対象となる悪影響か

→これらの問題の一例としてのデータ集積の事例
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３.独禁法上の規制

⚫ 審査のポイント

①市場

②競争の実質的制限
⚫ 価格引上げ

品質・サービス低下、等

③こととなる
⚫ 蓋然性

⚫ 事前規制

⚫ GLにおけるデータ蓄積
⚫ ❶データの種類

⚫ ❷データの量

⚫ ❸データの収集頻度

⚫ ❹データの関連性 5



４．企業結合規制・審査における消費者
の位置づけ

⚫ 企業結合は、「個社の都合」ではない。
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ステークホルダーとしての消費者 デジタル時代の消費者

・価格
・品質
・選択肢
・イノベーション

など

・無料サービスで価格が指標になら
ない
・データが取られる
・エコシステムにロックインされる
・規約が複雑で理解できない
・第三者（非ユーザー）まで影響が
広がる

など



５．ヤフー／一休（H２７事例８）

⚫ 「その他の検討」
⚫ 本件行為後、一休のオンライン旅行予約サービス業・オンライン飲
食店予約サービス業において、ヤフーがインターネット広告業等の
事業活動を通じて得た消費者の購買行動等に関する情報を利用す
ることが可能となることにより、当事会社の事業能力が向上する可
能性がある。しかしながら、ヤフーはこれまでも自身が行ってきたオ
ンライン旅行予約サービス業やオンライン飲食店予約サービス業を
行うに当たり、当該情報を用いることが可能な立場にあったにもか
かわらず、これら取引分野には、当事会社よりもシェアの高い事業
者がそれぞれ複数存在している。さらに、当事会社以外の事業者も、
様々な方法により、消費者の購買行動等に関する情報を得ることが
できるものと考えられることから、本件行為によりオンライン旅行予
約サービス業・オンライン飲食店予約サービス業における競争が実
質的に制限されることとはならないものと考えられる。
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６．セールスフォース／スラック（R３事例
６）

⚫ 収集・保存されたデータの利用可能性
⚫ 当事会社は、それぞれ一定の需要者のデータを収集・保存し…AIアル
ゴリズムの教育等に利用している。そうした情報の中には、…機微性
が高く…ユニークかつ大量のデータが含まれ得るため、かかるデータ
の集積により、当事会社グループが競争上優位な立場に立つ等の弊害
が生じないかが問題となる。この点…当事会社はいずれも、特に機微
性の高い内容を含む「顧客データ」と呼ばれるデータを利用するため
には、契約上又は利用規約上、需要者の同意や指示が必要とされてい
る。また、当該データは暗号化やアクセス制限等、恣意的な利用がで
きないように一定の措置が施されている。こうした状況に加えて、そ
もそもCRMソフトウェア及びビジネスチャットサービスで収集・保存
されたデータを組み合わせて使用することによって、事業上大きな価
値が生まれるとして現時点において具体的に想定されるものもない。
したがって、本件行為後のデータ集積によって、当事会社グループが
競争上優位な立場に立つ等の弊害が生じるとは考え難い。
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７．グーグル／フィットビット（R２事例６）

⚫ 収集・保存されたデータの利用可能性
⚫ 公正取引委員会としては、プライバシーポリシーの変更及び個人情報
の保護に関する法律に基づいた対応を行えば、Googleグループが自
身の保有する健康関連データをデジタル広告関連事業に使用すること
も可能であると考える。そして、本件行為後、Googleグループが、
自身が保有する健康関連データ及びFitbitグループから提供を受ける
健康関連データをデジタル広告関連事業に使用した場合には、デジタ
ル広告配信時のターゲティングの精度の向上を通じ、現在も有力であ
るGoogleグループのデジタル広告関連事業における地位がさらに強
化され、市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。
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８. ４事例の特徴
    ー可能性と現実の評価ー

⚫ Meta事例 ⇒買収後、即座に規約が後退
⚫ 買収後に、実際に規約が変更された

⚫ ヤフー事例 ⇒企業結合前の行動が続く前提
⚫ 情報利用が可能な立場だが、していない

⚫ セールスフォース事例 ⇒企業結合前の行動が続く前提
⚫ 企業結合後も、企業結合前の規約が継続しているという前提

⚫ グーグル事例 ⇒企業結合後、当事会社の行動変化の可
能性を指摘
⚫ 企業結合後、当事会社が規約を変更すれば、データの蓄積によ
る市場への悪影響が生じる
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９．今後の企業結合規制・審査の射程①

⚫ 実体面：企業結合審査で何をどこまで検討するのか。
⚫ 企業結合審査における競争制限効果の内容

⚫ 「市民の厚生の低下をも引き起こすような市場構造の変化は

競争法の射程になるのか」

⇒①競争政策と、他の政策の交錯、②消費者の位置づけ
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消費者厚生
（consumer welfare）

←両者の重なり→ 市民の厚生
（citizenship welfare）

・価格上昇
・品質低下
・選択肢の縮小
・データ集中による競争圧
力の低下・参入障壁の上昇

？

・同席者の萎縮、発言減
少といった行動変容
・自己決定権、自律の低
下
・大規模プラットフォー
ムに会話や行動が集約さ
れ、弱者の声が可視化さ
れにくくなる



今後の企業結合規制・審査の射程②

⚫ 実体面：事前規制で、企業結合による変化をどこまでみる
か。
⚫ ①企業結合による市場構造の変化

⚫ ②企業結合による企業行動の変化

⚫ 上記①、②を、企業結合実行前の、企業結合審査の段階で正確
に把握できるのか。

⚫ そのうえで、消費者への利益・不利益を正確に把握できるのか。

12

競争事業者 当事会社 審査・交渉 公取委

審査の対象？

消費者

市場



今後の企業結合規制・審査の射程③

⚫ 手続面：事前規制の克服
⚫ 問題解消措置による処理、事後検証実施、検証結果の競争政策
への反映

⚫ 事前規制・事後規制それぞれによるアプローチ

⚫ 企業結合規制以外での規制の可能性

個別事例の蓄積

事後検証

ガイドライン等での公表

個別事例の蓄積

事後検証
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